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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する 

特別措置法等の一部を改正する法律について 

 

 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法

律（令和７年法律第 68 号。以下「改正法」という。）については、令和７年６月 11 日に

成立し、同月 18日に公布されました。 

 改正法においては、学校における働き方改革の更なる加速化に向けて、公立の義務教育

諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会に対して、当該教育職員の業務の量の適

切な管理その他健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置の実施に関する計画（以下

「業務量管理・健康確保措置実施計画」という。）の策定、当該計画の実施状況の公表等

が盛り込まれたところです。 

これに伴い、文部科学省から各都道府県知事、各都道府県教育委員会教育長、各指定都

市・中核市市長、各指定都市教育委員会教育長等に対して別添のとおり通知がありました

のでお知らせするとともに、学校現場に対して労働基準監督機関の職権を持つ人事委員会

（人事委員会を置かない地方公共団体においては地方公共団体の長。以下「人事委員会等」

という。）及び地方公共団体におかれては、改正法の趣旨及び内容について御了知いただ

き、特に下記の事項を踏まえ、適切に対応いただくようお願いします。 

各都道府県においては、貴都道府県内の市区町村に対しても周知していただくようお願

いいたします。 

 なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市区

町村に対しても、本通知についての情報提供を行っていることを申し添えます。 

 本通知は、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 59 条（技術的助言）及び地方自

治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４（技術的な助言）に基づくものです。 

 

記 

 

１ 労働基準監督機関としての職権の行使について 

改正法の成立にあたっては、衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会におい

殿 



て「労働基準監督機関の権限を行使する人事委員会及び人事委員会を置かない場合の地

方公共団体の長は、教育委員会が教育職員の業務量を適切に管理し、健康と福祉の確保

を図るよう、その役割を十全に果たすこと。」との附帯決議がそれぞれ付されているこ

とも踏まえ、人事委員会等におかれては、地方公務員法第58条第５項の規定による職員

の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権の行使について、引き続き適切に対応いた

だきたいこと。 

 

２ 教育委員会との連携について 

  今後、文部科学省において改訂される指針（改正法による改正後の公立の義務教育諸

学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和 46年法律第 77号）第７条の業務

量管理・健康確保措置に関する指針をいう。）の内容や、業務量管理・健康確保措置実

施計画の策定等及び実施状況の公表に際し、総合教育会議に報告されることも踏まえ、

引き続き学校現場において適正な勤務条件が確保されるよう、教育委員会と連携して適

切に対応いただきたいこと。 

なお、当該指針の改訂に当たっては、別途文部科学省が通知を行う予定であり、当該

通知を踏まえ、別途通知を行うこととしているのでご留意いただきたいこと。 
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